
法律顧問 ご契約概要
２０２５

法律事務所Ｓ

＜相模原本店＞

〒２５２－０２３１

神奈川県相模原市中央区相模原２－１－５サトウビル５階

ＴＥＬ ０４２－７０４－６５７７

ＦＡＸ ０４２－７０４－６５７８

＜横浜支店＞

〒２３１－００２３

神奈川県横浜市中区山下町 1シルクセンタービル９０４

ＴＥＬ ０４５－２６３－６１００

ＦＡＸ ０４５－２６３－６１６７



ＣＲＥＡＴＥ

ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＵＴＵＲＥ

（まだ見ぬもう一つのミライへ）

私たちは、選ばれる解決力で貴社がまだ見ぬ「もう一つのミライ」を創造します

そのために、クレド（４S）に磨きをかけ、常に強く、速く、そして貴社に寄り

り添い続けます
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２０２社の顧問・３１６４件の相談実績
（２０２５年１月１日現在）

豊富な経験の弁護士チームが貴社の法務部になります

▪ 弊所は、中小企業法務、事業承継、不動産、労務、債権回収、倒産業務、知

的財産権などに精通した８名の弁護士と１３名の専門リーガルスタッフで構成

されます。経済産業省の「おもてなし規格認証」で金認証を取得し、そのサー

ビスにも高い評価を得ております。県内トップレベルの法律顧問実績と横浜に

も支店を構える県内有数の大規模法律事務所（市内№１の規模）として、幅広

いニーズに対応可能です

▪ 事件は一度起きると大問題になり、解決も長期化します。弊所は、クライア

ントとの充実したコミュニケーションにより紛争を防止する予防法務に力を入

れています

▪ 契約プランは、月額33,000円～のスタートアッププラン、月額55,000円～の

スタンダードプラン、月額110,000円～のプレミアムプランです（各プラン内

の金額は業種、売上、従業員数、支店数、相談頻度などに基づき決まります）
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中小企業と取り巻くリーガルリスクと中小企業法務

中小企業

法務

M＆A
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相続
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債権

回収
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明確な契約内容

豊富なリーガルサービス

１ 法律相談

ご契約中は、何回でも法律相談が可能です。携帯電話、Ｍａｉｌ、

ＬＩＮＥ、オンライン会議等でのご相談も可能です（これらのご相

談では不十分な場合、別の方法に変更して頂く場合があります）

２ 小規模グループ企業・従業員様の相談無料サービス

クライアントの小規模グループ企業（代表取締役を兼任又は資本

提携がある会社）のうち年商１億円以下の企業や、従業員様の個人

的なご相談は初回無料です

「弁護士の相談無料と伝えたら、従業員に大変感謝されました」

「会社の求人案内に福利厚生の差別化として記載しています」など

と、大変好評をいただいております（ご契約者様と利益相反するご

相談はお受けしかねます）

プレミアムプランのご契約者様は、何回でも無料です
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明確な契約内容

豊富なリーガルサービス

３ 事件報酬ディスカウント

スタートアッププランをご契約で事件業務のご依頼になった場合は１

０％、スタンダードプランは１５％、プレミアムプランは２０％事件報

酬を減額致します

４ 簡易な書面作成・調査・交渉（簡易業務）

スタンダードプラン以上のご契約は、Ａ４一枚程度の定型書類、内容

証明郵便の作成・発送や、簡易な調査・簡易交渉を顧問契約の範囲で行

います（継続的な対応、契約書作成等は別契約です）

プレミアムプランの場合は、簡易裁判所の事件業務を３回まで無料と

します
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法律顧問メニュー一覧

＊表示価格は全て税込み金額です。
＊全プランで法律相談は何回でもご来所なさらなくても（電話、メール、ＬＩＮＥ、オンラインミーティングなど）可能です。

プラン 金額 内容

スタートアップ 33,000円～ 事件ディスカウント １０％
小規模G企業・従業員様のご相談 初回無料

スタンダード 55,000円～ 事件ディスカウント １５％
小規模G企業・従業員様のご相談 初回無料
内容証明の作成、簡易な調査・交渉 実施

プレミアム 110,000円～ 事件ディスカウント ２０％
小規模G企業・従業員様のご相談 無料
内容証明の作成、簡易な調査・交渉 実施
簡易裁判所の訴訟 ３回無料

7



8



9

（１）市民と企業に質の高い教育を（ＧＯＡＬ４、８）

市民、学生、ケアマネージャー向けの法教育や実務講演、租税教室、職業講話を実施。また、さがみはらESD推進協議会を設立。

小中学生にESDを推進（累計１８校、２９０５名）。所内に従業員スキルアップの「One Strength推進制度」を設置（３名利用）

（２）多角的業種と相乗効果を生かした事業承継（GOAL９、１７）

企業の休・廃業から地域の有形・無形の経済資産を守る。インフラ企業の倒産では事業譲渡により市内交通確保を実現

法律相談４１件、事業承継の実現１３件

（３）司法アクセスの改善、経済的更生、女性や子供を暴力から解放（GOAL１、１６）

法テラスで経済的貧困者の司法アクセスを改善（事件１４９件、相談のみ９６件、債務整理１２５件）

犯罪被害者の支援（２０件）

（４）ワーク・ライフと女性活躍（GOAL５、８）

所内に「ワーク・ライフデザイン雇用制度」を制定。出産、育児、病気、介護時にテレワーク等を活用した働き方のリ

デザインを実現（６名が利用）。テレワークを推進し、コロナ禍での解雇０「誰一人取り残さない」ことを宣言

プレミアムフライデーの実施

（５）SDGｓの推進（GOAL１１、１７）

２０１９年、弊所弁護士が理事長を務める経済団体が相模原市と提携し市内の企業２１０社がＳＤＧｓ推進を開始したのが市の

SDGｓ推進の始まり。その後もクライアント企業２２社のSDGｓ推進を支援。その他、神奈川県弁護士会でＳＤＧｓ経営の講師を務

める。東洋羽毛工業株式会社と相模原市に提言し、CO2削減と羽毛リサイクルを実現する廃棄布団の民間払下げ制度を実現。全日本

仏教青年会のＳＤＧｓコンサルタントを１年間務め、ＳＤＧｓを推進。

（実績は２０２４年１月１日現在）

２０１９年１月からＳＤＧｓ推進を
「ＬＥＧＡＬ ＩМＰＡＣＴ」事業として実施しています
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